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黒
岩
英
雄 

委
員
長

【
概
要
】
南
島
原
市
が
市
道

南
島
原
自
転
車
道
線
の
用
地

の
一
部
と
し
て
管
理
し
、
占

有
を
続
け
て
い
る
土
地
に
関

し
、
時
効
取
得
を
原
因
と
す

る
所
有
権
移
転
登
記
手
続
を

求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
も

の
。

　
　
　
所
有
権
を
移
転
す
べ

き
土
地
の
筆
数
と
今
回
の
訴

え
の
提
起
に
至
っ
た
経
緯
は
。

　
　
　
土
地
の
筆
数
は
31
筆

で
個
人
名
義
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
内
の
15
筆
に
つ
い
て
は

理
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
の

で
、
今
回
、
訴
え
の
提
起
の

議
案
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
。

　
ま
た
、
相
続
権
利
者
は
５

２
３
名
で
、
そ
の
内
４
３
８

名
か
ら
は
、
了
解
を
得
て
登

録
書
類
等
を
頂
い
て
い
る
が
、

残
り
の
85
名
の
う
ち
29
名
か

ら
は
任
意
の
協
力
が
得
ら
れ

て
お
ら
ず
、
そ
の
内
４
名
は

所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
今
ま
で
の
や
り
方

で
は
、
事
業
完
了
ま
で
に
こ

の
手
続
き
が
済
む
の
が
困
難

と
い
う
判
断
を
し
て
い
る
。

　
　
　
訴
え
の
提
起
を
す
る

こ
と
に
よ
り
権
利
者
へ
の
対

応
は
ど
う
し
て
い
く
の
か
。

　
　
　
同
意
を
得
ら
れ
て
い

な
い
相
続
権
利
者
の
方
々
へ

の
連
絡
は
厳
し
い
と
考
え
ら

れ
る
が
、
同
意
を
得
ら
れ
て

い
る
相
続
地
権
者
の
方
々
に

は
、
今
回
の
訴
え
の
提
起
に

つ
い
て
丁
寧
な
説
明
を
い
れ

な
が
ら
訴
状
前
に
通
知
を
行

っ
て
い
く
。

　
　
　
所
有
権
移
転
は
い
つ

ご
ろ
完
成
す
る
の
か
。

　
　
　
今
回
の
訴
え
の
提
起

に
つ
い
て
は
、
顧
問
弁
護
士

と
相
談
し
な
が
ら
進
め
て
お

り
、
相
続
人
関
係
の
調
査
等

を
含
め
、
１
年
以
内
に
完
了

す
る
見
込
み
で
あ
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
今
回
の
市
道
前
谷
後

谷
線
の
路
線
変
更
に
伴
い
旧

路
線
の
管
理
は
ど
う
な
る
の

か
。

　
　
　
終
点
部
の
変
更
に
伴

い
残
っ
た
旧
路
線
に
つ
い
て

は
、
将
来
的
に
市
道
の
支
線

と
し
て
管
理
し
て
い
く
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

〈
建
設
部
関
係
〉

　
　
　
公
営
住
宅
安
全
対
策

事
業
の
財
源
が
一
般
財
源
で

は
な
く
そ
の
他
の
財
源
の
理

由
は
。

　
　
　
長
崎
県
が
行
う
県
道

広
域
農
道
交
差
点
拡
幅
工
事

に
伴
い
、本
市
公
営
住
宅（
あ

ぜ
つ
第
２
団
地
）
の
解
体
除

却
に
要
す
る
補
償
金
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
他
の
財
源

と
し
た
。

　
　
　
土
木
災
害
工
事
費
の

補
償
金
１
０
０
万
円
の
説
明

を
。

　
　
　
市
道
小
利
線
の
災
害

復
旧
工
事
に
伴
う
電
柱
移
転

に
対
す
る
補
償
金
で
す
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
農
林
水
産
・
建
設
委
員

会
に
分
割
付
託
さ
れ
た
部
分

に
つ
い
て
は
、
原
案
可
決
）

■
10
月
１
日

〈
第
６
回
委
員
会
〉

新
委
員
長
に
隈
部
和
久
議
員
。

新
副
委
員
長
に
田
中
克
彦
議

員
。
本
委
員
会
に
地
方
自
治

法
１
０
０
条
の
権
限
を
委
任
。

〈
第
７
回
委
員
会
〉 

本
会
議
閉
会
後
、
百
条
委
員

会
と
な
っ
た
本
特
別
委
員
会

の
今
後
の
取
組
に
つ
い
て
協

議
。

■
10
月
11
日

〈
第
８
回
委
員
会
〉

特
別
委
員
会
の
運
営
に
つ
い

て
、
助
言
弁
護
士
の
選
任
に

つ
い
て
、
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
と
内
容
に
つ
い
て
協
議

し
、
証
人
尋
問
の
選
定
を
行

っ
た
。

■
11
月
１
日

〈
第
９
回
委
員
会
〉

職
員
（
参
考
人
）
か
ら
の
意

見
聴
取
（
非
公
開
）
と
、
職

員
へ
の
証
人
尋
問
（
非
公
開
）、

ま
た
、
市
長
・
副
市
長
へ
の

証
人
尋
問
（
公
開
）
を
実
施
。

株
式
会
社
地
頭
薗
が
道
の
駅

で
の
営
業
開
始
に
至
る
ま
で

の
経
緯
に
つ
い
て
証
言
を
求

め
た
。

■
11
月
20
日

〈
第
10
回
委
員
会
〉

職
員
へ
の
証
人
尋
問
（
非
公

開
）
の
あ
と
、
（
株
）
成
和

の
月
原
氏
、
エ
バ
ー
グ
リ
ー

ン
元
従
業
員
、
エ
バ
ー
グ
リ

ー
ン
の
取
締
役
の
地
頭
薗
氏

へ
証
人
尋
問
を
実
施
。
ま
た
、

そ
の
後
に
副
市
長
へ
の
証
人

尋
問
も
実
施
し
た
。

補
助
金
申
請
か
ら
概
算
払
い

に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い

て
証
言
を
求
め
た
。

■
11
月
27
日

〈
第
11
回
委
員
会
〉

市
長
へ
の
証
人
尋
問
と
、
エ

バ
ー
グ
リ
ー
ン
元
従
業
員
の

知
人
（
３
人
）
へ
の
証
人
尋

問
を
行
っ
た
。

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
等
開

設
支
援
事
業
補
助
金
に
つ
い

て
証
言
を
求
め
た
。

答
弁

答
弁

答
弁

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

答
弁

【
議
案
第
41
号
】
訴
え
の

提
起
に
つ
い
て

【
議
案
第
42
号
】
市
道
の

路
線
変
更
に
つ
い
て

農
林
水
産・建
設
委
員
長
報
告（
概
要
）

・
議
案
３
件
を
原
案
可
決

隈
部
和
久 

委
員
長

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
等
開
設
支
援
事

業
補
助
金
調
査
特
別
委
員
会
活
動
報
告

【
議
案
第
43
号
】令
和
６

年
度
南
島
原
市
一般
会
計

補
正
予
算（
第
５
号
）
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島原半島南部地域高規格道路建設促進
特別委員会活動報告
　本特別委員会は、構想路線「島原天草長島連絡道路」（南島原市深江町
から口ノ津港間）の早期実現、並びに島原半島西回り道路（雲仙市か
ら南島原市間）の実現に向けて、調査研究を行うことを目的とし、令
和５年７月７日に設置しました。
　今年度は「島原天草長島連絡道路（南島原市深江町から口ノ津
港間）」の早期事業化について、「島原半島西回り道路（雲仙市
から南島原市間）」の調査検討について、道路関係予算全体の
確保についてを要望項目として、下記のとおり要望活動を
行いましたのでご報告いたします。

長崎県、長崎県議会へ要望書提出。 長崎河川国道事務所、九州地方整備局へ要望書提出。
令和６年10月22日㈫　　  参加者11人����

��

令和６年度島原・天草・長島架橋構想及び九州西岸軸構想推進地方大会へ参加（天草市）。
令和７年１月18日㈯　　　　　参加者９人����

��

国への要望：国土交通省と財務省、長崎県選出国会議員６名を訪れ、要望書を提出。
令和７年１月21日㈫・22日㈬　参加者８人����

��

令和６年11月21日㈭　　  参加者12人����
��

【長崎県】 【長崎河川国道事務所】

【長崎県議会】 【九州地方整備局】


